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　対象となる世帯へ、１世帯につき10万円を支給し
ます。ただし、住民税均等割課税者に扶養されてい
る方のみの世帯や、３年度住民税非課税世帯または
家計急変世帯として既に支給を受けた世帯は、対象
となりません。
◎住民税均等割非課税世帯
　対象と思われる世帯へ、７月上旬に申請書類を送
付します。
◇対象　次のすべてに該当する世帯
＊ 令和３年12月10日時点で日本国内に住民登録がある
＊４年６月１日時点で昭島市に住民登録がある
＊ 世帯全員の住民税均等割が４年度から新たに非課
税となった
※ ３年12月11日以降に転入したため、３年度臨時特
別給付金の受給の有無が確認できない世帯、及び、

４年度の住民税均等割が非課税であるか確認でき
ない世帯などにも申請書類を送付しています。た
だし、支給の対象とならない場合がありますので、
申請書類に同封の案内を確認してください。

◇申請　９月30日まで
※ 支給対象、申請方法など詳しくは、申請書類に同
封の案内をご覧ください。

 ◎家計急変世帯
　９月30日まで申請を受け付けています。詳しくは、
問い合わせるか、「広報あきしま」６月１日号３ペー
ジまたは市ホームページをご覧ください。
☆詳しくは、昭島市住民税非課税世帯等臨時特別給
付金担当☎544-5125（平日の午前８時30
分～午後５時）、または、ファックス544-
5131へ。

次のいずれかに該当しますか
＊ 令和４年度の住民税均等割が非課税で
ある
＊ ４年１月１日以降の収入が急変し住民
税均等割が非課税の世帯と同じ水準に
なっている

支給の対象です 支給の対象では
ありません

次のすべてに該当しますか
＊ ４年４月～５年３月分の児童
手当または特別児童扶養手当
の受給者である

＊ 住民税均等割が非課税である

申請不要
※ 児童手当または特別
児童扶養手当の支給
口座へ７月中旬に振
り込み予定 申請が必要
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◎ひとり親世帯以外
　平成16年４月２日～令和５年２月28日生まれ（特別
児童扶養手当の認定を受けている場合は申請時に20
歳未満）のお子さんを養育し、対象となる世帯へ、お
子さん１人につき５万円を支給します。対象につい
ては、図１をご覧ください。

◎ひとり親世帯
　平成16年４月２日以降生まれ（障害児の場合は20歳
未満）のお子さんを養育し、対象となる世帯へ、お子
さん１人につき５万円を支給します。対象について
は、図２をご覧ください。

子育て世帯生活支援特別給付金を支給 ☆詳しくは、手当・医療助成係へ。

市内の新型コロナワクチンの接種
場所へのタクシー利用費を助成

自己負担額
片道500円（現金
のみ）

　身体障害者手帳をお持ちの方、
基礎疾患のある方（精神障害者保健
福祉手帳、愛の手帳をお持ちの方
を含む）、60歳以上（昭和38年４月
１日以前生まれ）の方が、市内の接
種場所への交通手段として次のタ
クシー事業者を利用した場合に、
500円を超えた分の運賃を助成しま
す。１～４回目の接種のいずれも、
往路・復路ともに利用できます。
◎タクシー事業者
＊昭島交通 ☎042-541-0107
＊拝島交通 ☎042-541-0006
＊�京王自動車昭島営業所 ☎042-

543-9966
＊�個人タクシー（五十嵐） ☎090-

8343-3469

◎利用方法
① 乗車時（タクシー事業者に配車を
依頼する際は依頼時）に、「ワク
チン接種タクシー利用助成」であ
ることを伝え、接種券を提示し
てください。また、身体障害者
手帳をお持ちの方は手帳を提示
し、基礎疾患のある方はその旨
を伝えてください。
② 降車時に、運転手に500円（現金
のみ）を支払ってください。
※ 途中で別の場所に立ち寄る場合
は、助成の対象となりません。
※ 障害者割り引きとの併用はでき
ません。
☆詳しくは、市役所交通安全係へ。

令和４年度住民税非課税世帯などへ臨時特別給付金を支給

図１　ひとり親世帯以外

【申請方法】
　５年２月28日までに、申請書（市役所手当・医療助成係、
東部出張所、あいぽっく、各市立会館にあり／市ホーム
ページからダウンロードも可）と必要書類を市
役所手当・医療助成係へ提出してください。

図２　ひとり親世帯

市ホームページはこちら▶

４年４月分の児童扶養手当を受給しましたか

次のいずれかに該当しますか
＊ 公的年金等を受給してお
り、４年４月分の児童扶養
手当の支給が全額停止され
ている
＊ 新型コロナウイルス感染症
の影響で、収入が児童扶養
手当の受給世帯と同じ水準
になっている

支給の対象です
（申請不要）
※ 児童扶養手当 
の支給口座へ 
６月29日に振
り込み

支給の対象では
ありません

支給の対象です
（申請が必要）
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